
「BBフォン利用規約」新旧対照表

改定前（ 2008年 2月 29日付） 改定後（ 2008年 6月 3日付）

２ ３ 条３ 項（ 料金の計算方法）

②当社が指定する 電気通信事業者が使用する 電

気通信番号に対し て発信し た通話

２ ３ 条３ 項（ 料金の計算方法）

②ホワ イ ト コ ール 24（ 後記第 65 条の３ 第 1項
に定義し ます。 ） を利用し た通話

③当社が指定する 電気通信事業者が使用する 電

気通信番号に対し て発信し た通話

規定なし 第１ ２ 章の２ ホワ イ ト コ ール 24

第６ ５ 条の２ （ 本章の適用）

本章は本サービスのオプショ ンサービスであ

る ホワ イ ト コ ール 24 の利用契約を申込また

は利用する 者にのみ適用さ れる も のと し ま

す。

第６ ５ 条の３ （ 定義）

１ ． 「 ホワ イ ト コ ール 24」 と は、 本サービスか

ら ソ フ ト バンク モバイ ル株式会社（ 以下「 ソ

フ ト バンク モバイ ル」 と いいます） が提供す

る 携帯電話（ 以下「 ソ フ ト バンク 携帯電話」

と いいます） に発信し た場合の国内通話料が

24 時間無料と なる サービス をいいます。

２ ． 「 ホワ イ ト コ ール 24 利用契約」 と は、 ホワ

イ ト コ ール 24 を利用する ための本規約に基

づく 契約をいいます。

第６ ５ 条の４ （ ホワ イ ト コ ール 24 利用契約）

１ ．会員がホワ イ ト コール 24 を利用する ために

は、 当社所定の方法によ り 当社に対し てホワ

イ ト コ ール 24 の提供申込を行なう 必要があ

り ます。 なお、 会員が、 第７ 条第２ 項の定め

に該当する 場合には、 当社はホワ イ ト コ ール

24 の提供申込を承諾し ないこ と があり ます。

２ ．会員によ る ホワ イ ト コ ール 24 の提供申込を

当社が承諾し た日をも ってホワ イ ト コ ール

24 利用契約の成立日と し ます。

第６ ５ 条の５ （ 提供条件）

会員は、 ホワ イ ト コ ール 24 を利用する にあた

り 、 以下の条件を満たすも のと し ます。

（ 1） 当社が別途定める 、当社が提供する 電気通



信サービスの利用契約が成立し ている こ と 。

（ 2） 会員または会員が当社の別途定める様式に

よ り 指定し た代理人が、 ホワ イ ト コ ール 24

に申込むこ と 。

（ 3） 会員またはソ フ ト バンク モバイ ルが別途指

定する 者が、 ソ フト バンク モバイ ルに対し て

ソ フ ト バンク モバイ ルが提供する 「 ホワ イ ト

コ ール 24」 に申込をし ている こ と 。

（ 4）その他当社が別途定める 条件を満たし てい

る こ と 。

第６ ５ 条の６ （ 利用開始日）

ホワ イ ト コ ール 24 の利用開始日は、ホワ イ ト コ

ール 24 の利用契約の成立日が属する 月の翌

月１ 日と し ます。

第６ ５ 条の７ （ 注意事項）

１ ． ソ フ ト バンク 携帯電話に発信し た場合にお

いて、 本サービスによ る 通話が途切れ、 また

は遅延する 等、 当社の正常なサービスが利用

でき なく なる 事態が発生し た場合は、 ホワ イ

ト コ ール 24 は適用さ れず、 第 23 条第 3 項第

（ 4） 号の定めに従う も のと し ます。

２ ． 「 ケータ イ 割 30」 を利用し ている 会員が、

ソ フ ト バンク 携帯電話以外の携帯電話に発信

し た場合の通話料にのみ「 ケータ イ 割 30」 が

適用さ れる も のと し ます。

３ ． 「 転送電話サービス 」 を利用し ている 会員

が、 転送先にソ フト バンク 携帯電話の番号を

指定し た場合は、 第５ ９ 条の定めに従い、 転

送元から 転送先の通話料は発生する も のと し

ます。

第６ ５ 条の８ （ ホワ イ ト コ ール 24 の終了等）

１ ． 事由のいかんを 問わず、 本サービスの利用

契約が終了し た場合またはホワ イ ト コ ール

24 が適用対象外と なる 電気通信サービスへ

変更し た場合は、 第３ ２ 条第１ 項に定める 利

用契約終了日も し く はサービス変更が成立し

た日の属する 月の末日をも って、 ホワ イ ト コ



ール 24 が終了する も のと し ます。

２ ．本サービス申込日から 起算し て 90 日後に本

サービスの利用契約が成立し ていない場合、

本サービス申込日から 90 日後の日が属する

月の末日をも って、ホワ イ ト コール 24 の提供

申込は取り 消さ れたも のと みなし ます。

３ ． 第９ 条の定めに従い会員が住所等の移転の

申込をし た場合において、 移転申込日から 起

算し て 90 日後に第７ 条第１ 項第（ １ ） 号に定

める工事が完了し ていない場合、 移転申込日

から 90 日後の日が属する 月の末日をも って、

ホワ イ ト コ ール 24 の提供申込は取り 消さ れ

たも のと みなし ます。

４ ． 第２ ９ 条第１ 項の定めに基づき 、 本サービ

スが利用停止と なった場合、 本サービスが利

用停止と なった日の属する 月の末日をも って

ホワ イ ト コ ール 24 の利用契約が終了と なり

ます。

５ ． 会員が本サービスの利用休止を申込し た場

合、 利用休止が成立し た日の属する 月の末日

をも って、ホワ イ ト コ ール 24 の利用契約が終

了と なり ます。 なお、 第２ ９ 条の２ 第２ 項の

定めに基づき 、 本サービスの提供が再開し た

場合であっても 、ホワ イ ト コ ール 24 の提供は

再開し ないこ と を、 会員は予め了承する も の

と し ます。

６ ． 事由の如何を問わず、 ソ フ ト バンク モバイ

ルが提供する 「 ホワ イ ト コール 24」 が終了し

た場合、 当社にてその確認がと れた日の属す

る 月の末日をも ってホワ イ ト コール 24 は終

了と なり ます。

７ ．会員のホワ イ ト コール 24 の利用状況が不適

切である と 当社が合理的に判断し た場合に

は、事前の告知なく 、ホワ イ ト コ ール 24 の利

用を停止または終了する 場合があり ます。


